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研究成果の概要： 
今後の共生社会に対応した言語教育政策構築の構築について考える場合，「１．外国人受入れ

問題に関連して」と「２．自国語（日本語），母語，外国語の普及政策問題に関して」にわけて
考えていく必要がある。また，１や２の問題に関して，これから構築する政策が砂上の楼閣に
ならないようにするためには，国や自治体において，コーディネーターという専門職の配置や，
ネットワーク作り，協働実践の工夫が期待される。 

 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2005 年度 3,800,000 0 3,800,000 
2006 年度 4,800,000 0 4,800,000 
2007 年度 3,700,000 1,110,000 4,810,000 
2008 年度 2,500,000 750,000 3,250,000 
  年度  

総 計 14,800,000 1,860,000 16,660,000 
 
 
研究分野：人文学 
科研費の分科・細目：言語学・日本語教育 
キーワード：多文化共生社会，言語教育政策，言語教育，日本語教育政策，日本語教育， 

外国人受入れ政策，学際的研究，政策研究 
 
 

１．研究開始当初の背景 
 
グローバルな人の流れの中で，日本でも，

外国人登録者数は増加の一途を辿り，多様な
言語・文化背景を持った幅広い年齢層の人が，
地域住民として生活し，可視化されはじめて
いた。こうした人々が共存する社会を多文化
共生社会とするならば，こうした社会の要
請・期待の一つは，例えば，外国人定住者の
需要に応じた言語教育政策の構築や具体的な
施策の展開である，と捉えられた。 

 
 

２．研究の目的 
１のような背景を踏まえると，社会状況の

変化に応じた受入れ体制の充実・改革に向け
た，総合的で学際的な言語教育政策研究や政
策の立案がますます必要となってくることが
推測・期待される。そこで本研究は，以下の
３つを目的として行った。 
（１）多文化共生社会に対応した言語教育政

策の構築に向けた基礎資料を提供する
こと 

（２）学際的な観点からの政策研究を試み，
成果を報告することによって，複合領
域としての日本語教育政策研究（日本

研究種目：基盤研究(Ｂ) 
研究期間：2005～2008 
課題番号：１７３２００８１ 
研究課題名（和文） 多文化共生社会に対応した言語教育政策の構築に向けた学際的研究 

－複合領域としての日本語教育政策研究の新たな展開を目指して－ 
研究課題名（英文） An interdisciplinary study for the appropriate language education 

policy in a multicultural society in Japan －For the new development 
of the Japanese education policy study of the compound field 

研究代表者 
野山 広（NOYAMA HIROSHI） 
独立行政法人国立国語研究所・日本語教育基盤情報センター・グループ長 
研究者番号：40392542 



語教育学の制度研究）の新たな展開に
貢献すること 

（３）政策研究の重要性について喚起すると
ともに，認識の深化を促す役割を果た
すこと 

 
３．研究の方法 

 
分担者や協力者の持つ多様な専門背景を生

かしながら学際的観点から研究を行ってきた。
具体的には，国際教育学，異文化間教育学，
社会教育学，社会言語学，日本語教育学，外
国語教育学，経営学など観点から，国内外の
先行（モデル）地域の実践事例を中心として，
縦断的あるいは横断的に調査（視察・観察，
フィールドワーク，インタビュー，など）し
ながら，インターディスィプリナリーな方法
で，記述・分析・報告してきた。 
 

４．研究成果 
 
３の研究方法を活用して，喫緊の課題とし

て想定される，外国人住民に対する第二言語
としての日本語教育の支援方策や，関連した
人材（教員やコーディネータなど）の育成・
研修プログラムの充実に有用な基礎資料の提
供を図った。以下，本研究の概要と研究成果
について，具体的に述べる。 

本研究は，2005（平成 17）年度から 2008
（平成 20）年度にかけて，「多文化共生社会
に対応した言語教育政策の構築に向けた学際
的研究－複合領域としての日本語教育政策研
究の新たな展開を目指して－」というテーマ
を掲げて実施した。 
具体的には，国内の地域（北海道札幌市，

秋田県能代市，群馬県大泉町・太田市，長野
県上田市，東京都足立区，大阪府大阪市，福
岡県福岡市，沖縄県西原町など），及び，海外
の４地域（ドイツ：主にベルリン地区，韓国：
ソウル周辺，スウェーデン：ストックホルム
周辺，オーストラリア：メルボルン等）に定
住した（その地域における）非母語話者であ
る外国人や移民の受け入れ体制や，政策の展
開，在り方に焦点を当ててきた。 

移民社会の到来が推測される日本の場合，
今後ますます，国内の地域社会に定住，永住，
帰化する者が増加することや，二重国籍とな
る者も増えていくことが予想される。今後日
本において，例えば，さまざまな文化的背景
を持った人々が共生しやすい多文化共生社会
の構築という目標を掲げる場合，先述の課題
の中で日本語非母語話者に対する第二言語と
して日本語教育の推進，特に子どもたちの未
来に繋がるような言語教育政策・施策の在り
方を考えていくことが最重要課題の一つであ
ると思われる。そのためにも，互いの異なる
言語や文化（民族性）を認め，尊重しあいな

がら「共に生きる社会」をどのようにつくり
だしていくのか，多くの国民・住民が考え，
議論することが必要である。そして共生社会
をつくっていくことを覚悟したならば，多少
の文化摩擦が生じることは通過儀礼として受
けとめつつ，日本に永住する覚悟を決めた（日
本語を第一言語としない）人々の言語学習環
の整備や言語教育施策の充実を図る必要があ
る。さらには，異なりを持つ人々が共存しつ
つ互いの特性を生かしあえる柔軟な社会を構
築できるように，多文化・異文化間教育，開
発教育，生涯学習論などの理念や知見を生か
しながら，受入れ（ホスト）側である国民全
体の意識改革を図ることも肝要となろう。 
科研の調査研究（比較分析）の結果として，

今後の多文化共生社会に対応した言語教育政
策構築へ向けた課題として次のようなことが
考えられる。 
（１）外国人受入れ問題に関連して 
①日本に受け入れた外国人の定住化の問題
や，日本社会への適応，統合問題に関連
した基本法の制定に関する問題 

②受入れ問題を横断的に考える機関（例え
ば「多文化共生庁」「生活文化省」など）
の設置へ向けた法案策定の問題 

③多文化共生社会の構築へ向けての条件整
備として，外国籍住民の永住権，国籍取
得の条件問題の改善問題，及び永住権や
帰化申請に際しての日本語能力条件（基
準）の明文化の問題 

④多文化共生社会の到来を想定した場合の
家族形成や日本生まれの子どもの国籍取
得に関連して，血統主義と生地主義の選
択に関する法律改定や政策立案の問題 

（２）自国語（日本語），母語，外国語の普及
政策問題に関して 

①第二言語としての日本語の教育や学習支
援の推進に関する問題 

1)「移民（定住者）のための日本語教育」
という発想の確立と展開 

2)のための言語サービス（日本語教育，生
活適応プログラムなど）の展開と財源の
確保 

3)効果的なカリキュラムやプログラムの開
発・普及 

4)開発プログラムの更なる充実や活用方法
に関する理解促進・普及施策の展開 

5)担当教員の指導力や柔軟性（寛容性）の
向上へ向けた養成や研修の充実 

6)子どもの母語も理解できるバイリンガル
教員・相談員の育成や配置の問題 

②多文化共生社会に対応した言語（国語・
日本語・外国語）教育政策の在り方や施
策＝対応方策の再検討 

③日本語教育，生活適応研修等のプログラ
ムの充実・整備へ向けた自治体内部の体
制整備を図ることと，関連機関との協力



体制の整備 
1)国による自治体や民間団体に対する支
援・相談体制の強化・整備 

2)モデルプログラムやカリキュラム等の作
成 

3)コーディネーター（言語生活支援の充実
に向けて、繋ぎ役として不可欠な人材）
の育成・研修や，専門職（有給）ポスト
の確保・配置 

4)連絡・協議（情報交換）の場の提供，財
政支援など 

④受入れ側である日本人に対する多文化理
解のための教育・研修や協働実践活動の
推進 

 
これらの外国人受入れ問題や，自国語（日

本語），母語，外国語の普及政策問題に関して，
これから構築する政策が砂上の楼閣にならな
いようにするためには，例えば，各自治体に
おいて，以下のようなコーディネーターの配
置や，ネットワーク作り，協働実践の工夫が
期待される。 

まず，「自治体が専門機関との協定の下，例
えば，その機関で養成したコーディネーター
を自治体に受入れ，その職位を確保・維持し
た上で，新たな知見（第二言語としての日本
語教育の概念や意義）の理解を促進し，共通
意識化すること」が肝要である（野山 2008）。 

次に，地域において，専門機関（某大学）・
学校・教育委員会・行政との連携を構築する
場合，その連携は「教育委員会から専門機関
＝大学への『委託』でもなければ，市内の小
中学校との『補完』的役割を果たすような関
係」ではなく，「『異なる組織同士が対等な立
場で一つの事業に参加する』という協働関係
（野津 2008）」であることが重要である。 
そして，この協働関係を支える基盤として，

「組織間・関係者間の情報ギャップを埋め，
誤解を軽減するための公的コミュニケーショ
ンの場としての『○○プロジェクト会議』や
『多文化○○担当者会議』への積極的な参加」
があることや，これらの会議が「公的な社会
的認知のある場として設定することで，連携
参画者相互の関係が客観的に保障され，意識
の共有が徐々に可能となる」装置の役割を果
たしているということ。さらには，こうした
「連携＝対等な立場という規範の形成に欠か
せない『協定』の締結が，初期段階で的確に
行われたことで，『平等性や『相互理解』を前
提とした『公的コミュニケーション』の場の
拡充や，異なる文化を持った組織や人の連
携・協働の深化につながる」ということを忘
れてはならない。 
最後に，将来の多文化共生社会や移民受入

れの時代に対応した「つなぎ役」の新たな組
織作りを提案しておきたい。 

日本語教育能力検定試験の学習範囲の広さ

からもわかるように，日本語教育学や日本語
教育政策研究は，従来学際的で，複合領域に
またがる学問である。そうであるならば，将
来，日本に移民受入れの時代が到来すること
を想定し，総合的な観点から言語教育政策構
築の可能性を探ろうとする場合，ひとつの自
治体において，一つの専門機関＝大学・大学
院と協定を結び，連携・協働を実践するだけ
では，移民やその子どもたちの言語生活支援
を継続して的確に行っていくことは困難であ
ろう。そこで，例えば，移民受け入れ先進国
の一つドイツで既に活動している機関（RAA
（注））の活動内容を参考にして，以下のよう
な活動が充分できるような新組織を全国的に
作っていけるシステムを盛り込んだ政策を構
築していくことが期待される。 
 

・移民の子どもと保護者に対する相談や支援 
・移民の子どもを支援する学校に対する相談
や支援 

・学校や学校外団体が，移民の保護者に対し
て行う活動の支援 

・学校と他の団体の間をつなぐ＝コーディネ
ート 

・教育方法の改善・開発，遊びや教材の改善・
開発 

・異文化間活動の理解・促進に向けた新たな
コンセプトの導入 

 
（注）この活動事例は，中山（2008，22-23）
を参照した。ドイツには，移民児童・生徒に
対する支援団体として，RAA（移住家族と青少
年のための地域支援機関）が存在する。この
機関は，1980 年に，NRW（ノルトライン・ヴ
ェストファーレン州）のルール地方に最初に
設立され，現在，同州の 27 カ所にあるという
（中山，22）。この組織の特徴の一つに，ドイ
ツ人以外の（移民出身者）職員の雇用が義務
付けられており，移民出身の職員とドイツ人
職員の平等が目指されている。また，地域の
学校に所属している教員が，仲介教員として
RAA に所属し，労働時間の半分ずつを，学校
と RAA で過ごしている。例えば，NRW の中で
も特に移民の多い街の一つであるビーレフェ
ルトには，所長，秘書，４人のソーシャルワ
ーカーと６人の仲介教員がおり，多様なスタ
ッフが協働することで，行政と移民と学校の
ような，異なる文化を持った組織や人々との
連携やコーディネートをしやすくしている
（中山，25）。 
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